
≪研修の申込から修了までの流れ≫ 

 
施設・介護事業所など 

地域包括ケア 

人材育成センター 
指導看護師派遣事業所 

研修申込  

 

 

 

・利用者への説明 

・介護支援専門員等への説 

 明 

・指導看護師への協力依頼 

・かかりつけ医等医師への

説明 

 

 

 

 

・各事業所へ通知文にて周知 

 

受講決定  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原本は事業所 

コピーを提出 

 

 

 

・事業所記載箇所に記入 

 

 

 

 

 

・受講決定通知書 

・利用者同意書 

・指導看護師派遣誓約書兼承

諾書 

・実地研修報告書 

 

 

 

  実地研修開始までに提出

の確認 

 

 

 

 

 

＊自己学習の必要性確認 

・指導協力依頼文 

・指導看護師派遣誓約書兼 

 承諾書 

・実地研修評価票 

・指導料口座振り込み書 

 

 

基本研修  

 

 

 

          ※１ 

 

 

 

 

・択一式 9 割正解で合格 

 

 

研修申込書の提出 

研修申込準備 

内諾 

周知 

収受 

受講決定通知 

利用者同意書 

指導看護師 

派遣誓約書兼承諾書 

テキスト代金納入 
テキスト引き渡し 

確認 

指導協力依頼 収受 

講義・演習 

筆記試験・評価 合格により 

基本研修修了 

別紙２ 

＊必要な場合は、三菱
UFJ リサーチ＆コン
サルティングの研修
動画にて自己学習後、
アンケートを提出 

自己学習修了確認書 



実地研修  

 

 

 

 

 

 

 

 

・実地研修報告書 

・実地研修評価票 

 

 

   連携・協力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・受講者と利用者の日程調整 

 

 

・手技評価 

・記入後の評価表 

 ※すべての評価項目で、２回

連続「手順通りにできる」と

評価された場合、合格。 

 

修了証書 

授与 

  

 

 

 

 

・修了証明書が交付された組に

ついて指導謝金の支払い 

研修修了後 

手続き 

※２ 

 

 

 

☆事業所が未登録の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※１ 基本研修修了後、特別の事情により（利用者の長期入院、死亡など）実地研修を

受講できなかった場合は、基本研修まで修了したことを証明する「基本研修課程修

了時確認書（特定の者対象）」を交付します。 

※２ 本研修を修了した介護職員等が、特定の個人に対してたんの吸引等を実施する

ためには、都から「認定特定行為業務従事者」としての認定を受けるとともに、事

業所等は「登録特定行為事業者」として登録する必要があります。 

  申請に関する手続きについては、東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支

援課在宅支援担当の HP をご確認ください。 

  （http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/jigyo/tankyuin/） 

実地研修実施日決定 

実地研修指導 

実地研修実施日調整 

実地研修受講 

合格により 

全課程修了 

報告 

合格を確認し 

修了証書交付 

収受 

受領 

認定特定行為業務

従事者の認定申請 

指導報酬支払 

口座 

登録特定行為事業

者の登録 


